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第1刷 111頁 表内上から7行目

（注釈の13を削除）

未 2025.09.16

第1刷 233頁 下から10行目

2)　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32 年法律第167 号）

（以下「障害防止法」という）第35 条第1 項に規定する第1 種放射線取扱主任者免状

を有する者

　なお，放射性同位元素を取り扱う場合は，医薬品医療機器法のほかに障害防止法の適

用を受ける。

2)　放射性同位元素等の規制に関する法律（昭和32 年法律第167 号）

（以下「RI法」という）第35 条第1 項に規定する第1 種放射線取扱主任者免状

を有する者

　なお，放射性同位元素を取り扱う場合は，医薬品医療機器法のほかにRI法の適

用を受ける。

未 2025.09.16

第1刷 233頁 下から1行目 （障害防止法第34 条第1 項，第2 項） （RI法第34 条第1 項，第2 項） 未 2025.09.16

（最終更新日：2025年9月16日）

　ご購入いただきました「体外診断用医薬品取扱い指針 第7版」（2025年4月20日発行　第1刷）におきまして，以下の誤りがありました。お詫びいたしますとともに，訂正くださいますようお願い申し上げます。

「体外診断用医薬品取扱い指針 第7版」　 訂正のお知らせ


